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1Cご契約のしおり80(約款集)

指定代理請求特約
（実施　平20.4.2 ／改正　平22.3.2）

この特約の特色

目的・内容 保険金等の受取人となる被保険者が保険金等を請求できない事情があるときに、あらかじめ指定
された指定代理請求人が被保険者に代わって保険金等を請求することができます。

備考 被保険者が保険金等を自ら請求できないと会社が認めた場合に限り、指定代理請求人による請求
を取り扱います。

 １ 特約の付加について

 第１条  特約の付加

１．この特約は、主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）の被保険者（以下「被
保険者」といいます。）の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約の締結
の際または主契約の締結後、会社が承諾したときに主契約に付加します。

２．本条の１．にかかわらず、主契約または主契約に付加されている特約（この特約
を除き、以下「付加特約」といいます。）に、第２条（特約の対象となる保険金等）
に定める保険金等がないときは、この特約を付加することはできません。

３．この特約を付加するときは、保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請
求人を１人指定することを必要とします。

４．この特約の効力は、次のいずれかの日から開始します。

付加の時期 この特約の効力が開始する日

⑴ 主契約の締結の際にこの特約を付
加したとき

主契約の責任開始の日

⑵ 主契約の締結後にこの特約を付加
したとき

会社が承諾した日

５．主契約の締結後にこの特約を付加したときは、会社は、その旨を保険契約者に通
知します。

 ２ 保険金等の請求について

 第２条  特約の対象となる保険金等

この特約の対象となる保険金等（以下「保険金等」といいます。）は、この特約
が付加された主契約および付加特約における次のものとします。

⑴ 被保険者が受け取ることとなる次の給付＊１

① 保険金、年金、給付金（名称の如何を問いません。）
② 社員配当金
③ すえ置かれた保険金、給付金（名称の如何を問いません。また、この特
約が付加された主契約の消滅後にすえ置かれている場合を含みます。）

⑵ 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除

 第３条  指定代理請求人による保険金等の請求手続き

１．保険金等の受取人となる被保険者に次のいずれかの事情があるため、被保険者が
保険金等を自ら請求できないと会社が認めたときは、指定代理請求人が被保険者
に代わって保険金等を請求することができます。

⑴ 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
⑵ 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
⑶ その他⑴または⑵に準じた状態であること

２．指定代理請求人が本条の１．の請求を行う場合には、指定代理請求人は請求時に

 第２条  補足説明

＊１ 被保険者が受け取ることと
なる次の給付

被保険者と保険契約者が同一人
である場合の保険契約者が受け
取ることとなる給付を含みま
す。また、給付とともに支払わ
れる金銭を含みます。
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おいて、次のいずれかに該当することを必要とします。

⑴ 被保険者の戸籍上の配偶者
⑵ 被保険者の直系血族
⑶ 被保険者の兄弟姉妹（兄弟姉妹がいないときは甥姪）
⑷ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等
内の親族

３．本条の１．にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、指定代理請求人は保
険金等を請求することができません。

⑴ 被保険者について、法令に定める代理人に、保険金等の請求に関する代理権
または同意権が付与されている登記があるとき

⑵ 指定代理請求人が故意に保険金等の支払事由＊１を生じさせたとき
⑶ 指定代理請求人が故意に保険金等の受取人を本条の１．－⑴から⑶の状態に
該当させたとき

４．指定代理請求人は、保険金等の請求をする際に、次のすべての書類を提出するこ
とを必要とします。

⑴ 被保険者が保険金等を請求できない事情があることを証明する書類
⑵ 別表★に定める必要書類

５．普通保険約款に規定する保険金等を支払うための確認を行うときは、会社は、指
定代理請求人に通知します。

６．普通保険約款に規定する保険金等を支払うための確認に際し、指定代理請求人が
正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき＊２は、会社は、
これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等の
支払いまたは保険料の払込免除を行いません。

７．本条の１．から６．の規定により、会社が保険金等を指定代理請求人に支払った
ときは、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いま
せん。

★別表（P.529参照）

 ３ 指定代理請求人の変更等について

 第４条  指定代理請求人の変更および指定の取消し

１．保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更すること、または
指定代理請求人の指定を取り消すことができます。

２．本条の１．の規定により指定代理請求人の変更等を行うときは、保険契約者は、
その旨を会社に通知して、保険証券への裏書を受けること、または会社からの通
知を受けることを必要とします。

３．本条の１．および２．の規定による指定代理請求人の変更等を行った後は、変更
等を行う前に請求可能な保険金等があっても、変更等を行う前の指定代理請求人
はその保険金等を請求することはできません。

 ４ 保険契約等の解除に関する取扱いについて

 第５条  告知義務違反による解除に関する取扱い

主契約または付加特約に定める告知義務違反による解除の規定によって、この特
約が付加された主契約または付加特約を解除する場合でも、保険金等の支払事由
または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったこ
とを保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または指定代理請求人が証明した
ときは、会社は、保険金等の支払いまたは保険料の払込免除を行います。

 第６条  告知義務違反または重大事由による解除の通知

主契約または付加特約に定める告知義務違反または重大事由による解除の規定に

 第３条  補足説明

＊１ 保険金等の支払事由
保険料の払込免除事由を含みま
す。

＊２ 正当な理由なくその確認を
妨げ、またはこれに応じな
かったとき

会社が指定した医師による必要
な診断に応じなかったときを含
みます。
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よって、この特約が付加された主契約または付加特約を解除するときは、会社は、
保険契約者に対して通知します。ただし、次の場合には、被保険者、保険金等の
受取人または指定代理請求人に通知します。

⑴ 保険契約者またはその居所もしくは住所が不明の場合
⑵ ⑴の他、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合

 ５ 特約の消滅について

 第７条  この特約の消滅

次のいずれかのときは、この特約は消滅します。

⑴ 第４条（指定代理請求人の変更および指定の取消し）の規定により指定代理
請求人の指定を取り消したとき

⑵ 保険金等の受取人の変更により、この特約の対象となる保険金等がなくなっ
たとき

 ６ その他

 第８条  この特約が付加された主契約または付加特約の代理請求に関す
る規定の不適用

この特約が付加された主契約の普通保険約款または付加特約に定める次の規定
は、第７条（この特約の消滅）の規定によりこの特約が消滅した後も含めて、適
用しません。

⑴ 指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人としてその支払いを請求する
ことができる旨の規定

⑵ 死亡保険金等の受取人が、高度障害保険金・介護保険金等の受取人の代理人
としてその支払いを請求することができる旨の規定

 第９条  普通保険約款の規定の準用

この特約に別段の定めのない場合は、普通保険約款の規定を準用します。

 第10条  連生終身保険契約に付加する場合の特則

１．この特約を連生終身保険契約に付加するときは、次のとおり取り扱います。

⑴ この特約中、「被保険者」とあるのをすべて「第１被保険者」と読み替えます。
⑵ 第１被保険者が死亡し、または高度障害状態になって見舞金を支払ったとき
は、この特約は消滅します。

２．本条の１．にかかわらず、第１被保険者が死亡し、または高度障害状態になって
見舞金を支払った時以後の保険契約にこの特約を付加する場合には、この特約中、
「被保険者」とあるのをすべて「第２被保険者」と読み替えます。

 第11条  生存給付金付定期保険契約または５年ごと利差配当付生存給付
金付定期保険契約に付加する場合の特則

この特約を次の保険契約に付加する場合で、被保険者が変更されたときは、指定
代理請求人の指定は取り消され、この特約は消滅します。

⑴ 生存給付金付定期保険契約
⑵ ５年ごと利差配当付生存給付金付定期保険契約
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 第12条  育英年金付こども保険契約または新こども保険契約に付加する
場合の特則

この特約を育英年金付こども保険契約または新こども保険契約に付加するとき
は、次の⑴から⑷のとおり取り扱います。
⑴ 第２条（特約の対象となる保険金等）中、⑴および⑵について、次のとおり
読み替えます。

⑴ 保険契約者が受け取ることとなる次の給付
① 保険金、年金、給付金（名称の如何を問いません。）
② 社員配当金
③ すえ置かれた保険金、給付金（名称の如何を問いません。また、この特
約が付加された主契約の消滅後にすえ置かれている場合を含みます。）

⑵ 保険料の払込免除

⑵ 第３条（指定代理請求人による保険金等の請求手続き）の１．から４．およ
び別表★中、「被保険者」とあるのをすべて「保険契約者」と読み替えます。

⑶ 第１条（特約の付加）の規定にかかわらず、指定代理請求人は次の者としま
す。ただし、保険契約者の死亡または高度障害状態該当により保険契約者の
権利義務が承継された時以後の保険契約にこの特約を付加する場合には、第
１条（特約の付加）の３．の規定により指定代理請求人を指定することを必
要とします。

この特約を付加する保険契約 指定代理請求人

① 育英年金付こども保険契約または契約成立日が
平成４年４月１日以前の新こども保険契約

被保険者

② 契約成立日が平成４年４月２日以後の新こども
保険契約

保険契約者の死亡時以後の
教育資金受取人

⑷ 第４条（指定代理請求人の変更および指定の取消し）の１．中、「被保険者
の同意を得て、指定代理請求人を変更すること、または指定代理請求人の指
定を取り消すことができます」とあるのを「指定代理請求人の指定を取り消
すことができます」と読み替えます。ただし、保険契約者の死亡または高度
障害状態該当により保険契約者の権利義務が承継された時以後の保険契約に
この特約を付加する場合を除きます。

⑸ 普通保険約款の規定により保険契約者の権利義務が承継されたときは、この
特約は消滅します。

★別表（P.529参照）

 第13条  長期生活保障保険契約または５年ごと利差配当付長期生活保障
保険契約に付加する場合の特則

この特約を次の保険契約に付加する場合で、年金種類が保証期間付終身年金のと
きは、「被保険者」とあるのをすべて「第１被保険者」と読み替えます。

⑴ 長期生活保障保険契約
⑵ ５年ごと利差配当付長期生活保障保険契約

 第14条  この特約が付加された主契約に長期生活保障特約または５年ご
と利差配当付長期生活保障特約が付加されている場合の特則

この特約が付加された主契約に次の特約が付加されている場合で、年金種類が保
証期間付終身年金のときは、「被保険者」とあるのをすべて「第１被保険者」と
読み替えます。

⑴ 長期生活保障特約
⑵ ５年ごと利差配当付長期生活保障特約
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別表　指定代理請求人による保険金等の請求に必要な書類

項　目 必要書類

保険金等の代理請求

⑴ 普通保険約款および各特約に定める保険金等の請求書類
⑵ 会社所定の様式による医師の診断書
⑶ 被保険者と指定代理請求人との戸籍謄本または戸籍抄本
⑷ 指定代理請求人の印鑑証明書
⑸ 指定代理請求人の住民票
⑹ 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
⑺ 保険証券
⑻ 最終の保険料の払込みを証明する書類
⑼ 被保険者について、法令に定める代理人に、保険金等の請求に関する代理権または
同意権が付与されている登記がないことを証明する書類

⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
⑵ 保険金等の支払いまたは保険料の払込免除の判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断
を行わせることがあります。
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